
リスク評価では、「ばく露調査」から得られたばく露濃度の最⼤値と、「有害性評価」から得られ
た評価値を比較して問題となるリスクがあるかどうかを評価します。問題となるリスクが確認され
た場合には、その化学物質について、健康障害防止措置などの導入を検討します。
※詳細は「ばく露評価ガイドライン」に記載しています。
（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0115-4a.pdf）

リスク評価

＜平成27年報告版＞
「有害物ばく露作業報告」の⼿引き

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

厚⽣労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質につい
て、リスク評価を実施し、必要な規制を実施しています。
このリスク評価を⾏うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる

（ばく露）状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」
を設けています。
報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造・取扱いがある事業場

は、例外なく報告が必要です。
このパンフレットは、平成27年に報告を⾏うために必要な⼿続についてまとめ

たものです。報告書を提出する際の参考としてお使いください。

化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ

労働安全衛⽣法（抜粋）
（報告等）
第百条
厚⽣労働⼤⾂、都道府県労働局⻑⼜は労働基準監督署⻑は、この法律を施⾏するため必要があると認めるときは、厚⽣

労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者⼜はコンサルタントに対し、必要な事項
を報告させ、⼜は出頭を命ずることができる。
２ 厚⽣労働⼤⾂、都道府県労働局⻑⼜は労働基準監督署⻑は、この法律を施⾏するため必要があると認めるときは、厚

⽣労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
３ 労働基準監督官は、この法律を施⾏するため必要があると認めるときは、事業者⼜は労働者に対し、必要な事項を報

告させ、⼜は出頭を命ずることができる。
労働安全衛⽣規則（抜粋）
（有害物ばく露作業報告)
第九⼗五条の六
事業者は、労働者に健康障害を⽣ずるおそれのある物で厚⽣労働⼤⾂が定めるものを製造し、⼜は取り扱う作業場にお

いて、労働者を当該物のガス、蒸気⼜は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚⽣労働⼤⾂の定め
るところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二⼗一号の七による報告書を所轄労働基準監
督署⻑に提出しなければならない。

［関係法令］

有害物ばく露作業報告（事業者）

ばく露調査（国）

ばく露評価（国）

ばく露評価

［化学物質による労働者の健康障害についての「リスク評価」のしくみ］

有害性情報の収集（国）

有害性評価（国）

有害性評価



報告の概要

■報告対象物質
報告の対象となる物質は3〜５ページに掲げる26物質です。

■報告が必要な事業者
報告の対象となる対象物質を500kg以上※製造、または取り扱った場合に、
報告が必要になります。
製造、取り扱いの期間が短い場合や発散抑制などの措置を講じた場合でも、
ばく露の可能性がありますので、必ず報告してください。

※ 報告対象物質を含有する製剤の場合は、
この製剤の「製造、または取り扱い量」×「報告対象物質の含有率」を計算し、
その値が500kg以上になる場合に報告が必要になります。

■報告対象期間
平成26年の1年間（平成26年1月1⽇〜12月31⽇）の作業について、
報告してください。

■報告の手順
① 最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局で報告書の用紙を入手するか、

厚⽣労働省ホームページから印刷してください。
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/21.html）

② ６〜７ページの「報告書の書き⽅」に従って、報告書を作成します。
③ 平成27年1月1⽇〜3月31⽇の間に、事業場を管轄する労働基準監督署に

提出してください。

※ 電⼦申請で手続きを⾏う場合は、電⼦政府の総合窓⼝（e-Gov）を参照してください。
（http://www.e-gov.go.jp/）

■報告スケジュール
・報告対象期間 平成26年１月１⽇〜12月31⽇
・報告提出期間 平成27年１月１⽇〜 ３月31⽇

報告対象期間

この期間内に⾏った、報告対象物質の製造、
取扱いについて記録してください。

報告書を作成して、
労働基準監督署に
提出してください。

２

平成26年
１月１⽇〜12月31⽇

報告提出期間

平成27年
１月１⽇〜３月31⽇
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ばく露作業報告対象物質 
 

物質名 
【CAS】 

【 コ ー ド 番 号 】
報告を要しない
含有率 

主な別名 
有害性情報（生殖毒性、神経毒性評価等、

管理濃度、許容濃度等） 
用途の例 
（原料等） 

1 
エチレングリコール 

【107-21-1】 
【１６９】 
０．１％未満 

１，２－エタンジオ
ール、１，２－ジヒ
ドロキシエタン 

【GHS】 
・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
・中枢神経系、呼吸器、腎臓、心臓の障

害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

中枢神経系、呼吸器、心臓の障害 
 
ACGIH ： TLV-STEL C 100mg/m3 (H) 
(H) Aerosol only 

ポリエステル繊維原料、不凍液、グリセリン
の代用、溶剤（酢酸ビニル系樹脂）、耐寒潤
滑油、有機合成（染料、香料、化粧品、ラッ
カー）、電解コンデンサ用ペースト、乾燥防
止剤、医薬品、不凍ダイナマイト、界面活性
剤、不飽和ポリエステル 

2 
エリオナイト 
【12510-42-8】 

【１７０】 
０．１％未満 

－ 

IARC（発がん性）：1 
【GHS】 
・発がんのおそれ 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

肺の障害 
ACGIH、産衛学会：未設定 

建材 

3 
過酸化水素 

【7722-84-1】 
【１７１】 
０．１％未満 

オキシフル、オキシ
ドール 

【GHS】 
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 
・呼吸器、中枢神経の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

肺の障害 
 
ACGIH：1ppm 

漂白剤、酸化剤及び可塑剤、ゴム薬品、殺菌
剤、公害処理剤などの酸化剤、半導体関連機
材の洗浄剤、医薬品（酸化剤、殺菌剤）、土
壌改良材 

4 
４―クロロ―オルト―
フェニレンジアミン 
【CAS 95-83-0】 

【１７２】 
０．１％未満 

４－クロロベンゼ
ン－１，２－ジアミ
ン、４－クロロ－
１，２－フェニレン
ジアミン、４－クロ
ロ－１，２－ベンゼ
ンジアミン、１，２
－ジアミノ－４－
クロロベンゼン 

IARC（発がん性）：2B 
産衛学会（発がん性）：2B 
 
ACGIH、産衛学会：未設定 

染料製造、ヘアカラーの酸化剤 

5 
１・２―酸化ブチレン 

【106-88-7】 
【１７３】 
０．１％未満 

１，２－エポキシブ
タン、１，２－酸化
ブテン、エチルオキ
シラン 

IARC（発がん性）：2B 
産衛学会（発がん性）：2B 
【GHS】 
・重篤な皮膚の薬傷、眼の損傷 
 
ACGIH、産衛学会：未設定 

トリクロロエタンの安定剤、塩ビコンパウン
ドの特殊溶剤、医薬品・農薬・界面活性剤の
原料 
 

6 
ジエタノールアミン 

【111-42-2】 
【１７４】 
１％未満 

2,2'-イミノビス
(エタノール)、
2,2'-ジヒドロキシ
ジエチルアミン 

IARC（発がん性）：2B 
【GHS】 
・重篤な眼の損傷 
・肝臓の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

気道の障害 
 
ACGIH ：0.2ppm 

合成洗剤、乳化剤、化粧品、靴墨、つや出し、
ワックス、農薬、有医薬品、ゴム薬、界面活
性剤、切削油、潤滑油などの添加剤、防虫添
加剤、繊維の柔軟剤原料、ガス精製、有機溶
剤、pH調節剤、中和剤 

7 
ジエチルケトン 
【96-22-0】 

【１７５】 
１％未満 

3-ペンタノン、ジメ
チルアセトン、メタ
セトン 

 

【GHS】 
・中枢神経の障害 
 
ACGIH ： 200ppm, 145mg/m3 

医薬品、有機合成薬品、金属抽出剤、溶剤 

8 
シクロヘキシルアミン 

【108-91-8】 
【１７６】 
０．１％未満 

アミノシクロヘキ
サン、ヘキサヒドロ
アニリン、シクロヘ
キサンアミン 

【GHS】 
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 
・遺伝性疾患のおそれ 
・神経系、呼吸器、血液の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

呼吸器、腎臓、甲状腺、血液、心臓の
障害 

ACGIH ： 10ppm 

ゴム用薬品、清缶剤、染色助剤、界面活性剤、
殺虫剤、酸素吸収剤、防錆剤、不凍液） 

9 
ジフェニルアミン 
【122-39-4】 

【１７７】 
０．１％未満 

フェニルアニリン、
Ｎ－フェニルベン
ゼンアミン 

【GHS】 
・重篤な眼の損傷 
・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ 
・血液、泌尿器の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

心血管系、血液、膀胱の障害 
ACGIH ：10mg/m3 

有機ゴム薬品、染料、火薬安定剤、塩素系溶
剤の安定剤、医薬品 

10 

［4―［［4―（ジメチル
アミノ）フェニル］［4
―［エチル（3―スルホ
ベンジル）アミノ］フェ
ニル］メチリデン］シク
ロヘキサン―2・5―ジエ
ン―1―イリデン］（エチ
ル）（3―スルホナトベン
ジル）アンモニウムナト
リウム塩（別名：ベンジ
ルバイオレット4B）
【1694-09-3】 

【１７８】 
０．１％未満 

アシッドバイオレ
ット４９ 

IARC（発がん性）：2B 
産衛学会（発がん性）：2B  
 
ACGIH、産衛学会：未設定 

ウール、ナイロン及び絹（浸染）、ウール及
び絹（直接プリント）、インキ、紙、レザー、
アルマイト等の着色 

３
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物質名 
【CAS】 

【 コ ー ド 番 号 】
報告を要しない
含有率 

主な別名 
有害性情報（生殖毒性、神経毒性評価等、

管理濃度、許容濃度等） 
用途の例 
（原料等） 

11 
ジメチルアミン 
【124-40-3】 

【１７９】 
０．１％未満 

Ｎ－メチルメタン
アミン、DMA 

【GHS】 
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 
・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ 
・中枢神経系、呼吸器系の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

呼吸器系の障害 
 
産衛学会：10ppm、18mg/m3 
ACGIH： 5ppm 

加硫促進剤、殺虫・殺菌剤、医薬品、界面活
性剤、溶剤などの原料 

12 

ジルコニウム化合物（二
塩化酸化ジルコニウム

に限る。） 
【7699-43-6】 

【１８０】 
１％未満 

ジルコニウム（IV）
オキシドジクロリ
ド 
 

【GHS】 
・神経系、消化器系、肝臓、血液、泌尿
器系、循環器系の障害 
 
ACGIH ：5mg/m3 

ジルコニル石けんその他ジルコニウム化合
物の原料 

13 

テトラエチルチウラム
ジスルフィド（別名：ジ

スルフィラム） 
【97-77-8】 

【１８１】 
０．１％未満 

アンタブース 

【GHS】 
・神経系の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

神経系、肝臓、甲状腺、内分泌系の障
害 

 
ACGIH ：2 mg/m3 

加硫促進剤、硫黄供与型加硫剤 

14 

１，１，２，２－テトラ
クロルエタン（別名：四

塩化アセチレン） 
【79-34-5】 

【１８２】 
１％未満 

１，１，２，２－四
塩化エタン、アセチ
レンテトラクロリ
ド 

IARC（発がん性）：2B 
EPA：ヒト発がん性の可能性が高い物質
【GHS】 
・中枢神経系、肝臓の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

中枢神経系、肝臓の障害 
ACGIH： 1ppm 
産衛学会：1ppm、6.9mg/m3、経皮吸収 
管理濃度：1ppm 
 

溶剤、他の塩素化炭化水素製造の際の中間物

15 

テトラナトリウム＝
３・３′―［(３・３′
―ジメトキシ―４・４′
―ビフェニリレン)ビス
(アゾ)］ビス［５―アミ
ノ―４―ヒドロキシ―
２・７―ナフタレンジス
ルホナート］（別名：Ｃ
Ｉダイレクトブルー１

５） 
【2429-74-5】 

【１８３】 
０．１％未満 

ポンタシルスカイ
ブルー４ＢＸ、ポン
タミンスカイブル
ー５ＢＸ、ダイレク
トブルー１５ 、Ｃ．
Ｉ．ダイレクトブル
ー２１８ 

IARC（発がん性）：2B  
産衛学会（発がん性）：2B 
 
ACGIH、産衛学会：未設定 

染料 

16 
テトラフルオロエチレ

ン 
【116-14-3】 

【１８４】 
０．１％未満 

1,1,2,2-テトラフ
ルオロエチレン、パ
ーフルオロエチレ
ン 

IARC（発がん性）：2B 
 
ACGIH ：2ppm 

四フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、四フッ
化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレ
ン共重合樹脂（ＰＦＡ）等の原料 

17 
トリエチルアミン 
【121-44-8】 

【１８５】 
１％未満 

N,N-ジエチルエタ
ンアミン 

【GHS】 
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 
・中枢神経系、呼吸器の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

中枢神経系の障害 
 
ACGIH ：1ppm 

医薬品、染料中間体、ゴム薬品、農薬（除草
剤）、界面活性剤、塗料 

18 
トリクロロ酢酸 
【76-03-9】 

【１８６】 
０．１％未満 

２，２，２，‐トリ
クロロ酢酸、トリク
ロル酢酸、トリクロ
ロエタン酸 

IARC（発がん性）：2B 
【GHS】 
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 
 
ACGIH ：1ppm 

医薬品原料、除草剤、腐食剤、角質溶解剤、
塗装剥離剤、除たん白剤、生体内たん白、脂
質の分画剤 
 

19 
ニッケル（金属及び合

金） 
【7440-02-0】 

【１８７】 
０．１％未満 

－ 

IARC（発がん性）：2B 
【GHS】 
・吸入するとアレルギー、ぜん息または

呼吸困難を起こすおそれ 
・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ 
・呼吸器、腎臓の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

呼吸器の障害 
 
産衛学会：1mg/m3 
ACGIH ： 1.5 mg/m3(インハラブル粒子)

特殊鋼、鋳鍛鋼品、合金ロール、電熱線、電
気通信機器、洋白、メッキ、貨幣、電池、非
鉄合金、磁性材料、触媒 

20 

１・３―ビス［（２・３
―エポキシプロピル）オ

キシ］ベンゼン 
【101-90-6】 

【１８８】 
０．１％未満 

レゾルシノールジ
グリシジルエーテ
ル、１，３‐ジグリ
シジルオキシベン
ゼン 

IARC（発がん性）：2B 
産衛学会, 2005（発がん性）： 2B 
【GHS】 
・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ 
 
ACGIH、産衛学会：未設定 

プラスチック添加剤（希釈剤） 

21 
ビニルトルエン 
【25013-15-4】 

【１８９】 
１％未満 

メチルスチレン 

【GHS】 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

神経系の障害 
ACGIH ： 50ppm 

塗料用改質剤、絶縁強化剤、医薬品、農薬中
間体 
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物質名 
【CAS】 

【 コ ー ド 番 号 】
報告を要しない
含有率 

主な別名 
有害性情報（生殖毒性、神経毒性評価等、

管理濃度、許容濃度等） 
用途の例 
（原料等） 

22 

１・４・５・６・７・７
―ヘキサクロロビシク
ロ［２・２・１］―５―
ヘプテン―２・３―ジカ
ルボン酸（別名：クロレ

ンド酸） 
【115-28-6】 

【１９０】 
０．１％未満 

－ 

IARC（発がん性）：2B 
産衛学会（発がん性）：2B 
 
ACGIH、産衛学会：未設定 

難燃剤、不飽和ポリエステル樹脂原料 

23 

メチレンビス（４，１－
シクロヘキシレン）＝ジ

イソシアネート 
【5124-30-1】 

【１９１】 
０．１％未満 

シクロヘキシルメ
タンジイソシアネ
ート、４，４’‐メ
チレンビス（シクロ
ヘキシルイソシア
ナート）、 
１，１’‐メチレン
ビス（４－イソシア
ナトシクロヘキサ
ン）、ビス（４‐イ
ソシアナトシクロ
ヘキシル）メタン、
水素化ＭＤＩ 

 

【GHS】 
・吸入すると生命に危険 
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 
・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ 
・神経系、呼吸器の障害 
 
ACGIH ： 0.005ppm 

ポリウレタン原料 

24 
硫酸ジイソプロピル 

【2973-10-6】 
【１９２】 
０．１％未満 

ジイソプロピルサ
ルフェート 

IARC（発がん性）：2B 
産衛学会（発がん性）：2B 
 
ACGIH、産衛学会：未設定 
 

イソプロピルアルコール製造時の副産物、染
料、医薬品、農薬、ファインケミカル工業 

25 
りん酸トリ（オルト－ト

リル） 
【78-30-8】 

【１９３】 
１％未満 

トリ－ｏ－クレジ
ルりん酸、ＴＯＣＰ

【GHS】 
・神経系の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

神経系の障害 
 
ACGIH ：  0.1 mg/m3 
 

可塑剤、難燃剤、不燃性作動液、潤滑油添加
剤 

26 
レソルシノール 
【108-46-3】 

【１９４】 
０．１％未満 

３－ヒドロキシフ
ェノール、１，３－
ジヒドロキシベン
ゼン、レゾルシン 

【GHS】 
・重篤な眼の損傷 
・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ 
・中枢神経系、血液の障害 
・長期にわたるまたは反復ばく露による

甲状腺の障害のおそれ 
 
ACGIH ： 10ppm 

医薬品（皮膚疾患治療薬）、ゴム・タイヤ用
接着剤、染料、ヘアダイ、防腐剤、分析用試
薬、タンニン用、木材接着剤、ベンゾフェノ
ン系紫外線吸収剤 

※それぞれの物質を含有する混合物において、「報告を要しない含有率」に該当する作業については、報告の必要がありません。 

 

【参照】   

・IARC ： 国際がん研究機関 

・GHS ： 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」（国連勧告）。個々の化学物質について、危険有害性の分類項目ごと

に、それぞれの危険有害性の程度を区分し、その区分に応じた絵表示、注意喚起語、危険有害性情報等を表すこととされて

います。  

・ACGIH ： 米国産業衛生専門家会議（ACGIH）が勧告値として発表している許容濃度（ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響がみ

られないと判断される濃度）  

・産衛学会 ： 日本産業衛生学会が勧告値として発表している許容濃度 

※GHS、日本産業衛生学会、用途の例等については、厚生労働省モデルSDSの情報等を参照しています。 
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●□□□で表示された枠（記入枠）に記入する文字は、光学的文字・イメージ読取装置(ＯＣＩＲ)
で直接読み取りますので、用紙を汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り曲げたりしないで
ください。

●記入枠の部分は、⿊のボールペンで、枠からはみ出さないよう注意して、大きめのアラビア数
字ではっきり記入してください。

●記入する事項のない欄・記入枠は、空欄のままにしてください。

「事業の種類」
日本標準産業分類の中分類に準じて記入してください。

「ばく露作業報告対象物の名称」
３〜５ページを参照して、報告を⾏う物（ばく露作業
報告対象物）の名称とコード番号を記入してください。
「対象年」は726と記入してください。

「対象物等の用途」
ばく露作業報告対象物またはこれを含有する製剤その
他の物（ばく露作業報告対象物等）の用途ごとに、８
ページの別表1に掲げる区分に応じて、該当するコード
を記入してください。

「ばく露作業の種類」
ばく露作業報告対象物等を製造、または取り扱うこと
によりばく露するおそれのある作業（ばく露作業）に
ついて、８ページ別表2に掲げる区分に応じて該当する
コードを記入してください。
コード30から49までのいずれにも該当しない場合は、
「50」と記入の上、具体的なばく露作業の種類を記入
してください。

「作業1回当たりの製造・取扱い量」
固体は質量、液体は体積、気体はその物質
が液化する温度下における体積を算出し、
次のうち該当するものを記入してください。
なお、対象物含有製剤を製造または取り扱
う場合のばく露作業報告対象物の作業1回
当たりの製造量または取扱い量は、その対
象物含有製剤ごとの作業1回当たりの製造
量または取扱い量にばく露作業報告対象物
の含有率を乗じて算出してください。

1．1kg未満または1ℓ未満
2．1kg以上1t未満または1ℓ以上1kℓ未満
3．1t以上または1kℓ以上

「対象物等の物理的性状」
ばく露作業におけるばく露作業報告対象
物等の物理的性状について、該当する番
号を記入してください。

1．ペレット状の固体
2．結晶または粒状の固体
3．微細・軽量パウダー状の固体
4．液体（練粉、液状混合物を含む）
5．気体

「対象物等の温度」
ばく露作業時のばく露作業報告対象物等の温度に
ついて、該当する番号を記入してください。

1．摂氏0度未満
2．摂氏0度以上25度未満
3．摂氏25度以上50度未満
4. 摂氏50度以上100度未満
5. 摂氏100度以上150度未満
6. 摂氏150度以上

「1日当たりの作業時間」
ばく露作業に従事していたすべての労働者の⼀⼈
当たりの1日の平均のばく露作業時間数について、
該当する番号を記入してください。

1．15分/日未満
2．15分/日以上30分/日未満
3．30分/日以上1時間/日未満
4．1時間/日以上3時間/日未満
5．3時間/日以上5時間/日未満
6．5時間/日以上

「ばく露作業従事者数」
ばく露作業に従事していた１日当たりの労働者数
について、該当する番号を記入してください。

1．5人未満
2．5人以上10人未満
3．10人以上20人未満
4．20人以上

「発散抑制措置の状況」
発散抑制措置の状況について、次に掲げるものの
うち該当するものを記入してください。
なお、いずれにも該当しない場合は「5」とし、
具体的な発散抑制措置の状況をカッコ内に記入し
てください。また、2つ以上該当する場合は、そ
の番号が小さいものから順に2つ選択して記入し
てください。

1．密閉化設備の設置 2．局所排気装置の設置
3．プッシュプル型換気装置の設置
4．全体換気装置の設置 5．その他

●「対象物等の用途」が9つ以上ある場合には、2枚目を使用してください。その際、「総ページ」
欄には、報告書の合計枚数を記入し、「ページ」欄には、総枚数のうち、この用紙が何枚目かを
記入してください。
なお、2枚目以降については、「労働保険番号」「事業の種類」「労働者数」「事業場の名称」
「事業場の所在地」「ばく露作業報告対象物の名称」「対象年」欄は、記入しないでください。

●押印の代わりに、署名でも構いません。

「年間製造・取扱い量」
報告の対象年におけるばく露作業報告対象物の製造量
または取扱い量について、次のうち該当する番号を記
入してください。
なお、対象物含有製剤を製造、または取り扱う場合に
おけるばく露作業報告対象物の製造量または取扱い量
は、その対象物含有製剤ごとの製造量または取扱い量
にばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出してく
ださい。
1．500kg未満 2．500kg以上1t未満
3．1t以上10t未満 4．10t以上100t未満
5．100t以上1000t未満 6．1000t以上

「年間製造・取扱い量」
報告の対象年におけるばく露作業報告対象物の製造量
または取扱い量について、次のうち該当する番号を記
入してください。
なお、対象物含有製剤を製造、または取り扱う場合に
おけるばく露作業報告対象物の製造量または取扱い量
は、その対象物含有製剤ごとの製造量または取扱い量
にばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出してく
ださい。
1．500kg未満 2．500kg以上1t未満
3．1t以上10t未満 4．10t以上100t未満
5．100t以上1000t未満 6．1000t以上

「対象物等の名称」
ばく露作業報告対象物等の名称を記入してください。
なお、ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の
物（対象物含有製剤）の名称については、事業者がそ
の対象物含有製剤の用途、⼀般名などをもとに「めっ
き液」「シンナー」「接着剤」など適当な名称を記入
してください。

６ ７

報告書の記⼊要領
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●□□□で表示された枠（記入枠）に記入する文字は、光学的文字・イメージ読取装置(ＯＣＩＲ)
で直接読み取りますので、用紙を汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り曲げたりしないで
ください。

●記入枠の部分は、⿊のボールペンで、枠からはみ出さないよう注意して、大きめのアラビア数
字ではっきり記入してください。

●記入する事項のない欄・記入枠は、空欄のままにしてください。

「事業の種類」
日本標準産業分類の中分類に準じて記入してください。

「ばく露作業報告対象物の名称」
３〜５ページを参照して、報告を⾏う物（ばく露作業
報告対象物）の名称とコード番号を記入してください。
「対象年」は726と記入してください。

「対象物等の用途」
ばく露作業報告対象物またはこれを含有する製剤その
他の物（ばく露作業報告対象物等）の用途ごとに、８
ページの別表1に掲げる区分に応じて、該当するコード
を記入してください。

「ばく露作業の種類」
ばく露作業報告対象物等を製造、または取り扱うこと
によりばく露するおそれのある作業（ばく露作業）に
ついて、８ページ別表2に掲げる区分に応じて該当する
コードを記入してください。
コード30から49までのいずれにも該当しない場合は、
「50」と記入の上、具体的なばく露作業の種類を記入
してください。

「作業1回当たりの製造・取扱い量」
固体は質量、液体は体積、気体はその物質
が液化する温度下における体積を算出し、
次のうち該当するものを記入してください。
なお、対象物含有製剤を製造または取り扱
う場合のばく露作業報告対象物の作業1回
当たりの製造量または取扱い量は、その対
象物含有製剤ごとの作業1回当たりの製造
量または取扱い量にばく露作業報告対象物
の含有率を乗じて算出してください。

1．1kg未満または1ℓ未満
2．1kg以上1t未満または1ℓ以上1kℓ未満
3．1t以上または1kℓ以上

「対象物等の物理的性状」
ばく露作業におけるばく露作業報告対象
物等の物理的性状について、該当する番
号を記入してください。

1．ペレット状の固体
2．結晶または粒状の固体
3．微細・軽量パウダー状の固体
4．液体（練粉、液状混合物を含む）
5．気体

「対象物等の温度」
ばく露作業時のばく露作業報告対象物等の温度に
ついて、該当する番号を記入してください。

1．摂氏0度未満
2．摂氏0度以上25度未満
3．摂氏25度以上50度未満
4. 摂氏50度以上100度未満
5. 摂氏100度以上150度未満
6. 摂氏150度以上

「1日当たりの作業時間」
ばく露作業に従事していたすべての労働者の⼀⼈
当たりの1日の平均のばく露作業時間数について、
該当する番号を記入してください。

1．15分/日未満
2．15分/日以上30分/日未満
3．30分/日以上1時間/日未満
4．1時間/日以上3時間/日未満
5．3時間/日以上5時間/日未満
6．5時間/日以上

「ばく露作業従事者数」
ばく露作業に従事していた１日当たりの労働者数
について、該当する番号を記入してください。

1．5人未満
2．5人以上10人未満
3．10人以上20人未満
4．20人以上

「発散抑制措置の状況」
発散抑制措置の状況について、次に掲げるものの
うち該当するものを記入してください。
なお、いずれにも該当しない場合は「5」とし、
具体的な発散抑制措置の状況をカッコ内に記入し
てください。また、2つ以上該当する場合は、そ
の番号が小さいものから順に2つ選択して記入し
てください。

1．密閉化設備の設置 2．局所排気装置の設置
3．プッシュプル型換気装置の設置
4．全体換気装置の設置 5．その他

●「対象物等の用途」が9つ以上ある場合には、2枚目を使用してください。その際、「総ページ」
欄には、報告書の合計枚数を記入し、「ページ」欄には、総枚数のうち、この用紙が何枚目かを
記入してください。
なお、2枚目以降については、「労働保険番号」「事業の種類」「労働者数」「事業場の名称」
「事業場の所在地」「ばく露作業報告対象物の名称」「対象年」欄は、記入しないでください。

●押印の代わりに、署名でも構いません。

「年間製造・取扱い量」
報告の対象年におけるばく露作業報告対象物の製造量
または取扱い量について、次のうち該当する番号を記
入してください。
なお、対象物含有製剤を製造、または取り扱う場合に
おけるばく露作業報告対象物の製造量または取扱い量
は、その対象物含有製剤ごとの製造量または取扱い量
にばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出してく
ださい。
1．500kg未満 2．500kg以上1t未満
3．1t以上10t未満 4．10t以上100t未満
5．100t以上1000t未満 6．1000t以上

「年間製造・取扱い量」
報告の対象年におけるばく露作業報告対象物の製造量
または取扱い量について、次のうち該当する番号を記
入してください。
なお、対象物含有製剤を製造、または取り扱う場合に
おけるばく露作業報告対象物の製造量または取扱い量
は、その対象物含有製剤ごとの製造量または取扱い量
にばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出してく
ださい。
1．500kg未満 2．500kg以上1t未満
3．1t以上10t未満 4．10t以上100t未満
5．100t以上1000t未満 6．1000t以上

「対象物等の名称」
ばく露作業報告対象物等の名称を記入してください。
なお、ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の
物（対象物含有製剤）の名称については、事業者がそ
の対象物含有製剤の用途、⼀般名などをもとに「めっ
き液」「シンナー」「接着剤」など適当な名称を記入
してください。

６ ７

報告書の記⼊要領
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※ 用途が同一であるばく露作業報告対象物等について、作業の種類、対象物等の名称、1回当たりの製造・
取扱い量、物理的性状等（年間製造・取扱い量及びばく露作業従事者数を除く）のいずれかの報告の内容
が異なる場合⼜は成分が異なる場合は、これらのばく露作業報告対象物等の用途は、それぞれ別の用途と
して段を分けて記入してください。

（別表１）対象物等の用途
コード 用 途

01 ばく露作業報告対象物の製造

02 ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の物の製造を目的とした原料とし
ての使用（コード11に掲げるものを除く。）

03
製剤等の性状等を安定させ、⼜は変化させることを目的とした、触媒として、
⼜は安定剤、可塑剤、硬化剤、難燃剤、乳化剤、可溶化剤、分散剤、加硫剤等
の添加剤としての使用

04 溶剤、希釈⼜は溶媒としての使用
05 洗浄を目的とした使用
06 表面処理⼜は防錆(せい)を目的とした使用
07 顔料、染料、塗料⼜は印刷インキとしての使用
08 除草、殺菌、殺虫、防腐、漂白、脱臭、剥(はく)離等を目的とした使用
09 試薬としての使用
10 接着を目的とした使用
11 建材の製造を目的とした原料としての使用
12 その他

（別表２）ばく露作業の種類
コード 種 類

30 印刷の作業
31 掻(か)き落し、剥(はく)離⼜は回収の作業
32 乾燥の作業
33 計量、配合、注入、投入⼜は小分けの作業
34 サンプリング、分析、試験⼜は研究の作業
35 充填(てん)⼜は袋詰めの作業
36 消毒、滅菌⼜は燻(くん)蒸の作業
37 成型、加工⼜は発泡の作業
38 清掃⼜は廃棄物処理の作業
39 接着の作業
40 染色の作業
41 洗浄、払しよく、浸漬⼜は脱脂の作業
42 吹付け塗装以外の塗装⼜は塗布の作業
43 鋳造、溶融⼜は湯出しの作業
44 破砕、粉砕⼜はふるい分けの作業
45 はんだ付けの作業
46 吹付けの作業
47 保守、点検、分解、組⽴⼜は修理の作業
48 めつき等の表面処理の作業
49 ろ過、混合、攪拌(かくはん)、混練⼜は加熱の作業
50 その他
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【報告の必要性】

A 労働者の健康被害を防⽌するために、国が⾏う化学物質のリスク評価に利⽤します。リ
スク評価の状況、結果については、厚⽣労働省ホームページなどで公表します。なお、
企業のノウハウなどに該当する情報については公開しません。

Q １ 報告した情報は、どのように利⽤されるのですか。

Q&A

A 報告の必要があります。この報告は、法令に基づいて、年間500kg以上、報告対象物質を製造、
または取り扱う事業主に対して、労働者をばく露するおそれのある作業に従事させた場合に必要
とされています。発散抑制などの措置を講じた作業や短時間の作業でも、ばく露がないと判断で
きない場合が多いため、500kg以上の取扱いがある場合には、報告が必要です。

Q２ 局所排気装置を設置したり、呼吸⽤保護具を着⽤しているので、報告対象物質
を吸い込んでいないと思いますが、報告は必要ですか。

A 報告対象物質のガス、蒸気、粉じんの発散によるばく露がなければ、報告は不要です。

Q３ 輸⼊代⾏業をしていて、書⾯の⼿続きだけで、直接、報告対象物質に触れない場合で
も報告は必要ですか。

A 不要です。 ただし、冷媒などの補充・交換を⾏う場合、対象化学物質のサンプリングを
⾏う場合、反応槽、配管などの清掃・点検作業を⾏う場合などは、報告が必要です。

Q４ 報告対象物質が、工場プラント内の密閉化された状態で化学反応が進む過程で⽣成・
消滅する場合や、冷媒などとして密閉化状態で使⽤する場合でも報告は必要ですか。

A 平成26年報告版の17物質については、平成27年に報告する必要はありません。（この
17物質は、平成26年3月31日までに事業場を管轄する労働基準監督署に報告してくだ
さい。）

Q５ 「平成25年対象・26年報告版」で報告対象の17物質（カーボンブラックなど）につ
いて、平成27年も報告は必要ですか。
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A 報告が必要な場合があります。例えば、タンクローリーから貯蔵タンクへの受け⼊れ作
業や、貯蔵タンクへの充填作業などの場合です。この場合には、漏えいによるばく露の
可能性がないと判断できないことが多いためです。ただし、堅固な容器に充填され開封
せずに移動する場合など、外に漏れるおそれが⼀切ないと判断できる作業については報
告する必要はありません。

Q ６ 報告対象物質を輸送する作業や、倉庫で保管する作業についても、報告は必要ですか。

A 対象期間における報告対象物質の製造、または取扱い量が500kg以上の場合には、試
験・研究における作業でも報告が必要です。

Q ７ 試験研究⽤に報告対象物質を使⽤していますが、報告は必要ですか。

A 有機溶剤中毒予防規則の対象物質についてもリスク評価を⾏う必要がありますので、報
告が必要です。

Q ８ １，１，２，２－テトラクロロエタンは有機溶剤中毒予防規則の対象物質ですが、報
告は必要ですか。

A 報告対象物質が成分として⼊っている場合には、この成分の量が500kg以上となる場合
には、それらを製造、運搬、販売、使⽤する事業者は報告が必要です。
また、農業経営者が雇⽤した労働者に農薬などを使⽤させた場合も必要です。
なお、農業経営者⾃らが農薬を使⽤する場合には報告は不要です。

Q ９ 農薬・殺虫剤・消毒剤の成分として対象物質が⼊っている場合、報告は必要ですか。

A 報告件数が数万件に及ぶため、事業者ごとにリスク評価結果をフィードバックすること
は困難ですが、事業者から照会があれば回答します。
照会については、厚⽣労働省 労働基準局 化学物質評価室にお問い合わせください。
（代表電話：03-5253-1111）

Q 10 リスク評価の結果は、報告した事業者にフィードバックされるのですか。

10

A ステンレス鋼等の合⾦であっても、ニッケルがその重量の０．１％以上含まれるもの
で、切削等でその粉じん等により労働者がばく露するおそれのある場合は、報告が必要
になります。ただし、ステンレス鋼等を固形のかたまりの状態のままで取り扱う場合に
ついては、粉じん等により労働者がばく露するおそれがないものは、報告の必要はあり
ません。

Q 11 ニッケルを含有するステンレス鋼等の合⾦は通常の取扱いでは安定しているのです
が、報告は必要ですか。
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A まとめることはできません。地域を管轄する労働基準監督署管内に複数の工場がある場
合でも、工場別に報告書を作成する必要があります。ただし、工場内に複数の作業場が
ある場合には、工場単位で報告することができます。

Q13 同じ労働基準監督署管内にある複数の工場での作業について、まとめて報告書に記入
することはできますか。

A 「作業１回」とは、ばく露作業を開始してから中止または終了するまでの間をいいます。
例えば、作業Ａが20分連続して⾏われ、その後、休憩または別の作業で中断された後、
作業Ａが10分連続して⾏われた場合、作業Ａは2度実施されたことになります。そのとき
の製造・取扱い量は、作業時間にかかわらず、製造・取扱い量の多い量を記入してくだ
さい。

Q14 「作業１回当たりの製造・取扱い量」の「作業１回当たり」とは、どういうものです
か。

A 「作業１回当たりの製造・取扱い量」は、
報告対象物質の「含有率」×「取扱い量」で算出してください。
作業や製品（ロット）ごとに、含有率や取扱い量が変わる場合には、これら作業の中で
算出された値のうち、最⼤の量を記入してください。

Q15 同じ作業でも、作業や製品（ロット）ごとに対象化学物質の含有率や取扱い量が変わ
る場合、「作業１回当たりの製造・取扱い量」はどのように算出すればよいですか。

A 含有率に差がある場合は、その平均値などを使って算出してください。

Q16 表⽰やＳＤＳ（化学物質安全データシート）に記載された報告対象物質の含有率に差
がある場合、「作業１回当たりの製造取扱い量」の算出に使う含有率はどのように求
めたらよいですか。

A 最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署で入⼿するか、厚⽣労働省ホームページから
印刷してください。
厚⽣労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/21.html

Q12 報告様式はどこで入⼿できますか。

【報告の様式や記載方法など】

1111



A 非定常的な作業についても、定期的に実施する作業であれば、リスク評価の対象となり
ます。また、必要に応じて、少量製造・取扱い作業を⾏っている事業場についても、関
係業界団体などとの連携・協⼒の下、製造・取扱いに関する情報提供のあった事業場に
ついては実施することがあります。

Q19 メンテナンス作業など、年に何回か発⽣する作業についてもリスク評価の対象になり
ますか。また、報告対象でない、500kg未満の少量製造・取扱い作業についても、リス
ク評価の対象としているのですか。

A 「ばく露評価」では、保護具の装着の有無についても考慮しています。また、⽣殖毒性
のある物質など、性別によって影響が異なるような物質を取り扱う場合には、事業場に
おける男⼥比などを考慮しています。

Q18 「ばく露評価」では、保護具の装着の有無は考慮されているのでしょうか。
また、事業場の選定に当たっては、労働者の性別を考慮しているのでしょうか。

A 化学物質による労働者のリスクは、「化学物質の有害性の強弱」と「労働者が作業を通
じて化学物質にさらされる量」によって決まります。
化学物質の有害性（毒性）を評価して評価値を定めるのが「有害性評価」です。一⽅、
作業を通じてどのくらい対象物質を吸入するか、吸収するかを評価し、ばく露量を推定
するのが「ばく露評価」です。
提出いただいた報告は、この「ばく露評価」に活用されます。「有害性評価」と「ばく
露評価」の両⽅を比較して、問題となるリスクがあるかを評価します。

Q17 提出した報告を基に、どのように化学物質のリスク評価が⾏われるのですか。

A この報告書様式は、労働者に⾼いばく露作業があるかどうかを推定することができる
「ばく露推定モデル（コントロール・バンディング）」として活用できます。作業実態
調査の対象事業場を選定する⽅法として、「労働者の有害物による ばく露評価ガイドラ
イン」で紹介していますので、詳しくは厚⽣労働省ホームページをご参照ください。
＊「コントロール・バンディング」は、化学物質を取り扱う作業ごとに、「物質の有害性」「揮発性／飛
散性」「取扱い量」の３要素によって、リスクを４段階に区分できるツールです。ＩＬＯ（国際労働機
関）等の国際機関においても、活用が推奨され、⽇本でもリスクアセスメント⼿法としても採用されてい
ます。なお、３要素は、ドイツ⽅式では「短時間ばく露」「制御措置」を加えた５要素となります。

［労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン］
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0115-4a.pdf

Q20 今回の報告書様式は、「労働者の有害物による ばく露評価ガイドライン」に記載さ
れている「ばく露推定モデル」として活用できますか？

【リスク評価】

●このパンフレットについては、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせください。
（平成26年１月作成）1212


